
明治記念大磯邸園整備事業

令和５年１１月１２日
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［明治記念大磯邸園 これまでの経過］

１

年 月 経 過

平成29年6月 内閣官房にて、明治期の立憲政治の確立等に貢献した先
人の業績等を次世代に遺す取組みに関する検討会の報告
書をとりまとめ

平成29年11月 大磯町に明治記念大磯邸園を設置することが閣議決定さ
れる。

平成30年7月,11月 明治記念大磯邸園に関する説明会

平成30年10～12月 明治150年記念公開実施

平成31年1月 明治記念大磯邸園が都市計画決定される。

平成31年4月 明治記念大磯邸園基本計画 策定

令和元年5月 旧大隈・陸奥エリアの町区域の用地を取得

令和2年4月 明治記念大磯邸園邸宅保存活用計画 中間とりまとめ

令和2年11月 第1期開園（旧大隈・陸奥エリアの国区域のみ）

令和3年4月 第2期開園（旧大隈・陸奥エリアの町区域を追加開園）

令和3年5月 旧西園寺エリアの町区域の用地を取得

令和4年10月 第3期開園（旧大隈・陸奥エリアの四阿周辺を追加開園）2



明治150 年を迎え、国は、地方公共団体等と連携し、我が国の近代化
の歩みを次世代に遺すため、「明治150 年」関連施策を推進することと
した。
明治記念大磯邸園は、この施策の一環として、多様な主体が連携し、

明治期の立憲政治の確立等に貢献した人物の邸宅や周辺の緑地等が集中
する希有な場を、積層する歴史を今日に伝える佇まい(風致)として一体
的に保存・活用し、立憲政治の確立等に関する歴史やその意義を後世に
伝えるとともに、湘南の邸園⽂化の象徴として、⽂化の発信や、憩いと
交流の拠点となる場を創出するものとする。

［明治記念大磯邸園基本計画 基本理念と基本方針］
〇基本理念

〇基本方針

１）明治期の立憲政治の確立等の歴史や意義を伝える
２）湘南の邸園⽂化を象徴する佇まい（風致）を保全する
３）歴史的遺産を活用した⽂化の発信、憩いと交流の拠点を創出する
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［明治記念大磯邸園 事業概要］
目的 伊藤博⽂、大隈重信、陸奥宗光、西園寺公望の４名にゆかりのある建物群及び周辺の

緑地等を「明治記念大磯邸園」として整備し、立憲政治の確立等に関する歴史的遺産
の一体的な保存・活用を図る。

国区域

町区域

合計約3.6ha

合計約2.7ha

特緑区域

合計約0.9ha
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［明治記念大磯邸園 現在の整備状況］
〇整備状況（R5.7月）

国区域 旧大隈重信別邸・旧古河別邸 国区域 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸

町区域 園路

町区域 四阿国区域 バラ園

国区域 旧ホテル滄浪閣 ホール棟国区域 伊藤博⽂邸跡・旧李王家別邸

国区域 西園寺公望別邸跡･旧池田茂彬邸

町区域 交流広場（整備前） 町区域 大磯こゆるぎ緑地 5



町区域のうち都市公園部分の整備については、国の社会資本整備総合交付金、
地方交付税交付金及び神奈川県の明治記念大磯邸園整備事業補助金により措置さ
れ、原則、町の一般財源は充当しない。

［明治記念大磯邸園 財政支援スキーム］
〇町都市公園区域
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R1（決算） R2（決算） R3（決算） R4（決算） R5（予算）

町事業費 1,179,871,508 69,090,890 891,938,035 ― 133,832,000

国交付金 471,948,000 27,636,000 356,775,000 ― 53,532,800

県補助金 70,823,000 4,154,000 53,563,000 ― 8,029,920

地方債 637,100,000 37,300,000 481,600,000 ― 72,200,000

一般財源 508 890 35 ― 69,280

特別緑地保全地区の事業費は、国交付金1/2、公共施設整備基金1/2を充当
決算額との差は、旅費、需用費等です。

［明治記念大磯邸園 決算状況］
〇町公園区域の整備費

〇特別緑地保全地区の整備費

R1（決算） R2（決算） R3（決算） R4（決算） R5（予算）

町事業費 0 0 22,219,050 5,095,200 27,314,250

国交付金 0 0 11,109,000 2,178,000 13,287,000

公共施設整備基金
（一部一般財源含む） 0 0 11,110,050 2,917,200 14,027,250
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［明治記念大磯邸園 整備方針②］
〇旧大隈別邸、陸奥別邸跡エリアの整備方針
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［明治記念大磯邸園 整備方針③］
〇旧滄浪閣・西園寺別邸跡エリアの整備方針
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［明治記念大磯邸園 整備方針④］
〇エントランス棟（新築）整備方針
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［明治記念大磯邸園 管理運営方針①］
〇夜間閉鎖

・歴史的建造物の安全管理の観点から、原則として開園時間外の閉鎖を検討
（イベント等による開園時間の延長は可）
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［明治記念大磯邸園 管理運営方針②］
〇料金徴収
・有料区域の料金徴収は、新築エントランス棟でのチケット販売を中心に行う。

〇有料・無料区域
・チケットを販売するエントランス棟と、町民の日常利用を想定する交流広場や飲
食施設を設ける西園寺別邸跡は、無料区域とし、その他のエリアは原則として有
料区域とする。

・駐車場は、入園料とは別に駐車料金を別途徴収する。
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※設計、工事期間等は現時点で想定可能なスケジュールを整理したものであり、変更になる可能性がある。

※旧滄浪閣・西園寺別邸跡については、邸宅工事にあたり庭園等を資材置き場等として活用するため、庭園と邸宅を一体的に公開予定。

西園寺別邸跡
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［明治記念大磯邸園 今後のスケジュール］
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